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－ １ － 

致命傷には気をつける 

明けましておめでとうございます。年末には糸魚川で大火があり、これから後片付けが始まろ

うとしているところです。被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。このニュースは

世界をめぐり、シンガポールと中国上海の友人からも見舞いのメールが届きました。この大火を

経験して気付いたことが、３つあります。 

1. 致命傷には気をつける。 

出火元はラーメン店でした。私はときどき、飲食店の致命傷は火事と食中毒だと注意していた

のが当たってしまいました。飲食店と同じことが言えるのは旅館業です。飲食店は火を使います

が、特に中華料理店は大きな火力を必要とします。今回は火をつけたまま外出をしたそうですが、

火事を防ぐには整理整頓・環境整備をすることが大事です。食中毒を防ぐには手を洗うことが基

本です。手に付いたばい菌がそこら中についていくからです。 

致命傷は飲食店ばかりではありません。例えば建設業や製造業などは労災事故が致命傷と

なりえます。労災事故を防ぐ基本は飲食業同様整理整頓です。 

死亡事故が重なると業務停止とか入札停止になるからです。税理士にも致命傷があります。

脱税相談と秘密漏洩です。これを犯すと税理士法違反になって、業務停止若しくは資格剥奪が

待っています。１０年位前ですが、偉い坊さんにお寺さんの致命傷を聞いてみました。なんと女性

だそうです。今のタレントみたいです。 

2. 痛みを分けよう。 

火事がやんで、お見舞いに回りました。お客さまは６件燃えました。被害にあわなかったお客さ

までも、仕事が出来なかったり、市場は自粛ムードが広がり飲食店では売上はがた減りです。 

私はさほどではなかったので、お見舞いをお届けしたいと思います。 

3. 何のこれしき。ネバーギブアップ。 

被害にあわれた方は、本当にたいへんだとおもいますが、これを乗り越えてください。この苦難

を乗り越えればきっと幸福の門が打ち開けます。 

つらくなったら、ネギを食べるんです。ネバーギブアップだか

ら。 

 



 
 

 

＜ 堀 田 ＞ 
 

－ ２ － 

1 雑損控除の概要 

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額

の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 

2 雑損控除の対象になる資産の要件 

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。  

イ 納税者 

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が３８万

円以下の者。 

(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該

当しない資産であること。 

3 損害の原因 

次のいずれかの場合に限られます。 

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 

(3) 害虫などの生物による異常な災害 

(4) 盗難 

(5) 横領 

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 

4 雑損控除の金額 

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 

(1) (差引損失額) - (総所得金額等) × １０％ 

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額) – ５万円 

5 差引損失額の計算のしかた 

差引損失額 = 損害金額 ＋ 災害等に関連したやむを得ない支出の金額  

－ 保険金などにより補てんされる金額 

6 雑損控除を受けるための手続 

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない

支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。 

給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してくださ

い。


